
崇 城 大 学 大 学 院 学 則 

 

 

第 １ 章  総 則 

 

（目 的） 

第 １ 条  崇城大学大学院（以下「大学院」という。）は本学の目的

使命にのっとり、理論および応用を教授研究し、その深奥をき

わめて文化の進展に寄与することを目的とする。 

 

（自己評価等） 

第 １ 条の２  本学大学院は、その教育研究水準の向上を図り、本学

大学院の目的および社会的使命を達成するため、教育研究活動

等の状況について自ら点検および評価を行うものとする。 

２  前項の点検および評価を行うに当たっては、同項の趣旨に

則した項目を設定するとともに、適切な体制を整えて行うもの

とする。 

 

（課 程） 

第 ２ 条  大学院に修士課程および博士課程を置く。 

２  修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分

野における研究能力または高度の専門性を要する職業に必要な

能力を養うものとする。 

３  博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研

究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事する

に必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養

うものとする｡ 

４  博士課程は、これを前期および後期に区分し、前期２年の

課程を修士課程として取扱う。ただし、薬学を履修する博士課

程（以下、「薬学の博士課程」という）は、この区分を設けな

いものとする。 

５  この学則において、前項の前期２年の課程は「修士課程」

といい、後期３年の課程は、「博士後期課程」という。 

６  第４項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合に

おいては、博士後期課程のみの博士課程を置くことができる。 

 



 

（研究科） 

第 ３ 条  大学院に工学研究科、芸術研究科および薬学研究科を置く。 

 

（研究科の目的） 

第 ３ 条の２  大学院は、研究科ごとに人材の養成に関する目的およ

び教育研究上の目的を次の通り定める。 

２  工学研究科修士課程では、学部教育の上に、工学分野のよ

り高度な学識、技術を系統的、総合的に授け、創造性に富む研

究者、職業人の育成を目的とする。 

工学研究科博士課程では、修士課程で培った教育研究を

さらに継承、発展させ、工学分野のより専門的で高度の知識を

有し、自ら創造し、問題解決を行うことができる高度の研究能

力を有する研究者、職業人を育成することを目的とする。 

３  芸術研究科修士課程では、学部教育の上に、造形にかかわ

る芸術のより高度な学識、技術を系統的、総合的に授け、将来、

美術、デザインといった造形芸術の第一線で活躍できる先導的

な専門家、職業人を養成することを目的とする。 

  芸術研究科博士課程では、修士課程で培った教育研究をさ

らに継承、発展させ、芸術分野のより専門的で高度の知識を有

し、自ら創造し、問題解決を行うことができ、造形芸術の第一

線で活躍できる研究者、職業人を養成することを目的とする。 

４  薬学研究科博士課程では、研究者として自立して研究活動

を行い、サイエンスに裏付けられた研究能力を備えた指導的薬

剤師と臨床治療に精通した先導的医療薬学研究者、職業人を育

成することを目的とする。 

 

（専攻および学生定員） 

第 ４ 条  研究科に次の専攻課程を置く。 

工学研究科 

機械工学専攻       博士後期課程 

応用化学専攻       博士課程 

建設システム開発工学専攻 博士後期課程 

応用情報学専攻      博士課程 

応用微生物工学専攻    博士課程 

応用生命科学専攻     博士課程 



機械工学専攻       修士課程 

建設システム開発工学専攻 修士課程 

宇宙航空システム工学専攻 修士課程 

芸術研究科 

芸術学専攻        博士後期課程 

美術専攻         修士課程 

デザイン専攻       修士課程 

薬学研究科 

薬学専攻         博士課程 

 

２ 専攻の定員は次のとおりとする。 

研究科・専攻 課 程 入学定員 収容定員 

工学研究科 

機械工学専攻       博士後期課程  ２   ６ 

応用化学専攻       博士後期課程  ５  １５ 

建設システム開発工学専攻 博士後期課程  ２   ６ 

応用情報学専攻      博士後期課程  ４  １２ 

応用微生物工学専攻    博士後期課程  ５  １５ 

応用生命科学専攻     博士後期課程  ５  １５ 

機械工学専攻       修士課程   １０  ２０ 

応用化学専攻       修士課程   １０  ２０ 

建設システム開発工学専攻 修士課程   １０  ２０ 

宇宙航空システム工学専攻 修士課程    ５  １０ 

応用情報学専攻      博士前期課程 １０  ２０ 

応用微生物工学専攻    修士課程   １０  ２０ 

応用生命科学専攻     博士前期課程 １０  ２０ 

芸術研究科 

芸術学専攻        博士後期課程  ３   ９ 

美術専攻         修士課程    ６  １２ 

デザイン専攻       修士課程    ６  １２ 

薬学研究科 

薬学専攻         博士課程    ５  ２０ 

 

（修業年限） 

第 ５ 条  修士課程の標準修業年限は２年とする。 

２  博士課程(薬学の博士課程を除く)の標準修業年限は５年と



し、修士課程の標準修業年限は２年、博士後期課程の標準修業

年限は３年とする。 

３  薬学の博士課程の修業年限は４年とする。 

４  在学期間は、修士課程にあっては４年、博士後期課程にあ

っては６年、薬学の博士課程にあっては８年を越えることはで

きない。 

 ただし、休学の期間は在学期間に算入しない。 

 

 

第 ２ 章  教員組織および運営 

 

（教員組織） 

第 ６ 条  大学院を担当する教員は、本学の指導教員、担当教員およ

び助手とする。 

 

（運 営） 

第 ７ 条  研究科に研究科長を置く。 

２  大学院の管理運営のため、研究科に委員会（以下「研究科

委員会」という。）を置く。 

３  研究科委員会は研究科長および前条の指導教員をもって組

織する。 

４  研究科委員会は学長、副学長を出席させることができる。 

５  委員長は、研究科長がこれにあたり、必要に応じて委員会

を招集し、その議長となる。 

６  この条に定めるもののほか、研究科委員会の運営について

必要な事項は別に定める。 

 

 

第 ３ 章  学年・学期および休業日 

 

（学年・学期および休業日） 

第 ８ 条  大学院の学年、学期および休業日については、崇城大学学

則（以下「大学学則」という。）第５条、第６条および第７条

を準用する。 

 

 



第 ４ 章  授業科目・単位数・履修方法・単位修得の認定 

および教育職員免許状 

 

（授業科目および単位数） 

第 ９ 条  工学研究科に置く授業科目およびその単位数は、別表Ⅰの

とおりとする。 

２  芸術研究科に置く授業科目およびその単位数は、別表Ⅱの

とおりとする。 

３  薬学研究科に置く授業科目およびその単位数は、別表Ⅲの

とおりとする。 

 

（単位修得の認定） 

第１０条  授業科目の単位は、講義および演習については１５時間か

ら３０時間までの授業をもって１単位、実験、実習については

３０時間から４５時間までの授業をもって１単位とする。 

２  単位修得の認定は、筆記または口頭試験あるいは研究報告

により行う。 

 

（教育方法の特例） 

第１０条の２  大学院の課程においては、教育上特別の必要があると

認められる場合には、夜間その他特定の時間または時期におい

て授業または研究指導を行う等の適当な方法により教育を行う

ことができる。 

 

（課程の修了要件） 

第１１条  修士課程の修了要件は、大学院に２年以上在学し、授業科

目について３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けた上、修士論文の審査および最終試験に合格しなければなら

ない。 

 ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者につい

ては大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

２  博士課程(薬学の博士課程を除く)の修了の要件は、大学院

に５年（修士課程に２年以上在学し当該課程を修了した者にあ

っては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学

し、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、

博士論文の審査および最終試験に合格しなければならない。 



 ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者に

ついては、大学院に３年（修士課程に２年以上在学し、当該課

程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間

を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

３  第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を

修了した者の博士課程の修了の要件は、修士課程における在学

期間に３年を加えた期間以上在学し、３０単位以上を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文

の審査および最終試験に合格しなければならない。 

 ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者に

ついては、大学院に３年（修士課程における在学期間を含

む。）以上在学すれば足りるものとする。 

４  第１４条第２項第３号により後期３年の課程に入学した場

合の博士課程の修了の要件は大学院に３年以上在学し、必要な

研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査および

最終試験に合格しなければならない。 

 ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者に

ついては、大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

５  薬学の博士課程の修了要件は、大学院に４ 年以上在学し、

３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博

士論文の審査及び最終試験に合格することとする。 

６  修士論文ならびに博士論文の審査および最終試験について

は、別に定める。 

 

（教育職員免許状） 

第１２条  修士課程を修了した者が、教育職員免許法の定めるところ

により、本学において取得できる免許状は次のとおりである。 

研究科・専攻名 取得できる免許状 

工学研究科 機械工学専攻 

高等学校教諭専修免許状 工業 

応用化学専攻 

中学校教諭専修免許状  理科 

高等学校教諭専修免許状 理科 

建設ｼｽﾃﾑ開発工学専攻 

高等学校教諭専修免許状 工業 

宇宙航空ｼｽﾃﾑ工学専攻 



高等学校教諭専修免許状 工業 

応用情報学専攻 

高等学校教諭専修免許状 工業 

高等学校教諭専修免許状 情報 

応用微生物工学専攻 

中学校教諭専修免許状  理科 

高等学校教諭専修免許状 理科 

応用生命科学専攻 

中学校教諭専修免許状  理科 

高等学校教諭専修免許状 理科 

芸術研究科 

美術専攻 

中学校教諭専修免許状  美術 

高等学校教諭専修免許状 美術 

デザイン専攻 

中学校教諭専修免許状  美術 

高等学校教諭専修免許状 美術 

 

 

第 ５ 章  学 位 

 

（学 位） 

第１３条  工学研究科において修士課程を修了した者に対しては、修

士（工学）の学位を授与する。 

２  工学研究科において博士課程を修了した者に対しては、博

士（工学）の学位を授与する。 

３  芸術研究科において修士課程を修了した者に対しては、修

士（芸術）の学位を授与する。 

４  芸術研究科において博士課程を修了した者に対しては、博

士（芸術）の学位を授与する。 

５  薬学研究科において博士課程を修了した者に対しては、博

士（薬学）の学位を授与する。 

６  学位の授与については別に定める。 

 

 

第 ６ 章  入学・休学・退学・除籍・再入学および転入学 



 

（入学資格） 

第１４条  修士課程に入学することのできる者は、次の各号の１に該

当する者とする。 

（１）学校教育法第８３条に定める大学を卒業した者。 

（２）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。 

（３）文部科学大臣の指定した者。 

（４）大学に３年以上在学し、または外国において学校教育にお

ける１５年の課程を修了し、大学院において、所定の単位を

優れた成績をもって修得したものと認めた者。 

（５）大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業

した者と同等以上の学力があると認めた者で、２２歳に達し

た者。 

（６）大学院において第１号と同等以上の学力があると認めた者。 

２  博士後期課程に進学または編入学することのできる者は、

次の各号の１に該当する者とする。 

（１）修士の学位を有する者。 

（２）外国の大学において、修士課程と同等以上と認められる課

程を修了した者。 

（３）大学を卒業し、または外国において学校教育における１６

年の課程を修了した後、大学、研究所等において２年以上研

究に従事した者で、大学院において、当該研究の成果等によ

り修士の学位を有するものと同等以上の学力があると認めた

者。 

（４）大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位

を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に

達した者。 

（５）大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力

があると認めた者。 

３  薬学の博士課程に進学または編入学することのできる者は、

次の各号の１に該当する者とする。 

（１）大学における修業年限６年の薬学を履修する課程を卒業し

た者。 

（２）薬学４年制卒業の薬剤師で、修士（薬学）の学位を有する

者、または社会的実務経験（２年以上）を有する者。 

（３）学校教育における１８年の大学課程（医学、歯学又は獣医



学を履修する課程）を修了した者。 

（４）外国において、学校教育における１８年の大学課程（最終

の課程は薬学）を修了した者。 

（５）大学（薬学を履修する課程）を卒業し、または外国におい

て学校教育における１６年の課程（薬学を履修する課程）を

修了した後、大学、研究所等において２年以上研究に従事し

た者で、大学院において、当該研究の成果等により修士の学

位を有するものと同等以上の学力があると認めた者。 

（６）大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位

を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に

達した者。 

（７）大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位

を有する者と同等以上の学力があると認めた者。 

 

（入 学） 

第１５条  大学院の入学については前条に定めるもののほか、大学学

則第２０条、第２２条および第２３条の規定を準用する。 

 

（休学および復学） 

第１６条  学生の休学および復学については、大学学則第２６条１項、

２項、３項ならびに第２７条の規定を準用する。 

２  休学の期間は通算して修士課程では２年、博士後期課程で

は３年、薬学の博士課程では４年を超えることができない。 

 

（退 学） 

第１７条  学生の退学については、大学学則第２８条を準用する。 

 

（除 籍） 

第１８条  学生の除籍については、大学学則第４７条を準用する。 

 

（再入学・転入学） 

第１９条  次の各号の一に該当する者は、欠員のある場合に限り、選

考の上、入学を許可することがある。 

（１）願いにより退学し、２年以内に再入学を願い出た者。 

（２）他の大学の大学院から、本学の大学院に転入学を願い出た

者。 



２  前項の場合においてすでに修得した学科目、単位および在

学年数の認定は研究科委員会において行う。 

 

 

第 ７ 章  入学検定料・入学金・授業料・その他納付金 

 

（入学検定料・入学金・授業料・その他納付金） 

第２０条  入学検定料、入学金、授業料の金額および納入期限は別表

Ⅳのとおりとする。 

２  入学検定料、入学金、授業料に関する前項以外の事項につ

いては、大学学則第３８条５項、６項、第３９条、第４０条、

第４１条および第４２条を準用する。 

 

 

第 ８ 章  賞 罰 

 

（賞 罰） 

第２１条  学生に対する賞罰は、大学学則第４４条、第４５条および

第４６条を準用する。 

 

 

第 ９ 章  特別学生 

 

（特別学生） 

第２２条  特別学生の入学については、大学学則を準用する。 

 ただし、入学資格は第１５条を適用する。 

 

 

第１０章  雑 則 

 

第２３条  この学則に定めるもののほか、大学院の学生に関し必要な

事項は、大学学則を準用する。 

 

第２４条  大学学則をこの学則に準用する場合は、「教授会」を「研

究科委員会」と読みかえるものとする。 

 



 

附  則 

 １ この学則は、昭和５７年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 ２ この学則は、昭和５９年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 ３ この学則は、昭和６２年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 ４ この学則は、平成 元 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 ５ この学則は、平成 ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 ６ この学則は、平成 ３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 ７ この学則は、平成 ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 ただし、第１３条については、平成４年３月１日から施行する。 

 ８ この学則は、平成 ５ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 ９ この学則は、平成 ６ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

１０ この学則は、平成 ６ 年 ７ 月 １ 日から施行する。 

１１ この学則は、平成 ７ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

１２ この学則は、平成 ８ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

１３ この学則は、平成 ９ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

１４ この学則は、平成１０年 ４ 月 １ 日から施行する。 

１５ この学則は、平成１１年 ４ 月 １ 日から施行する。 

１６ この学則は、平成１２年 ４ 月 １ 日から施行する。 

１７ この学則は、平成１３年 ４ 月 １ 日から施行する。 

１８ この学則は、平成１４年 ４ 月 １ 日から施行する。 

１９ この学則は、平成１５年 ４ 月 １ 日から施行する。 

２０ この学則は、平成１６年 ４ 月 １ 日から施行する。 

２１ この学則は、平成１７年 ４ 月 １ 日から施行する。 

２２ この学則は、平成１８年 ４ 月 １ 日から施行する。 

２３ この学則は、平成１９年 ４ 月 １ 日から施行する。 

２４ この学則は、平成２０年 ４ 月 １ 日から施行する。 

２５ この学則は、平成２１年 ４ 月 １ 日から施行する。 

２６ この学則は、平成２２年 ４ 月 １ 日から施行する。 

２７ この学則は、平成２３年 ４ 月 １ 日から施行する。 

（崇城大学大学院工学研究科ｴﾈﾙｷﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ専攻の存続に関する

経過措置） 

崇城大学大学院工学研究科ｴﾈﾙｷﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ専攻は、改正後の学

則第４条第１項ならびに第２項の規定にかかわらず、平成２３年

３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる

までの間、存続するものとする。 



（崇城大学大学院工学研究科電気・電子工学専攻の存続に関する

経過措置） 

崇城大学大学院工学研究科電気・電子工学専攻は、改正後の学

則第４条第１項ならびに第２項の規定にかかわらず、平成２３年

３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる

までの間、存続するものとする。 

２８ この学則は、平成２４年 ４ 月 １ 日から施行する。 

２９ この学則は、平成２５年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３０ この学則は、平成２６年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３１ この学則は、平成２７年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３２ この学則は、平成２８年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３３ この学則は、平成２９年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３４ この学則は、令和 ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３５ この学則は、令和 ３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３６ この学則は、令和 ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３７ この学則は、令和 ５ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３８ この学則は、令和 ６ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３９ この学則は、令和 ７ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

４０ この学則は、令和 ８ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 



別表Ⅰ　工学研究科の授業科目と単位数（第９条第１項関係）

○機械工学専攻　博士後期課程

必 修 選 択

生 産 シ ス テ ム 工 学

機械力学・制御工学 特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 4

熱 ・ 流 体 工 学 特 別 研 究 16

材 料 工 学

○応用化学専攻　博士後期課程

必 修 選 択

応 用 無 機 化 学

応 用 有 機 化 学 特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 4

機 能 性 高 分 子 化 学

化 学 反 応 工 学 特 別 研 究 16

環 境 ・ 分 析 化 学

○建設システム開発工学専攻　博士後期課程

必 修 選 択

建 設 構 造 工 学

都 市 防 災 工 学 特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 4

地 盤 環 境 工 学 特 別 研 究 16

環 境 シ ス テ ム 工 学

○応用情報学専攻（博士後期課程）

必 修 選 択

情 報 環 境 ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ

情 報 シ ス テ ム 特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 4

ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ

電子制御 ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾛ ﾆ ｸ ｽ 特 別 研 究 16

メ デ ィ ア 情 報 処 理

講 座 名 授 業 科 目
単　位　数

講 座 名 授 業 科 目
単　位　数

講 座 名 授 業 科 目
単　位　数

科 目 区 分 授 業 科 目
単　位　数

 



○応用微生物工学専攻　博士後期課程

必 修 選 択

応 用 微 生 物 学

生 物 化 学 特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 4

生 物 資 源 環 境 工 学

食 品 生 物 科 学 特 別 研 究 16

微 生 物 遺 伝 工 学

○応用生命科学専攻（博士後期課程）

必 修 選 択

生 命 情 報 科 学

医 用 生 体 工 学 特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 4

細 胞 工 学 特 別 研 究 16

生 命 環 境 科 学

授 業 科 目講 座 名
単　位　数

単　位　数
講 座 名 授 業 科 目



○機械工学専攻　修士課程

必 修 選 択

流 体 工 学 特 論 2

圧 縮 性 流 体 工 学 2

エ ネ ル ギ ー 変 換 工 学 特 論 2

伝 熱 工 学 特 論 2

機 械 力 学 特 論 2

計 算 力 学 特 論 2

ロ ボ ッ ト 工 学 特 論 2

制 御 工 学 特 論 2

設 計 生 産 工 学 特 論 2

精 密 工 学 特 論 2

ト ラ イ ボ ロ ジ ー 特 論 2

Ｃ Ａ Ｄ / Ｃ Ａ Ｍ 特 論 2

半 導 体 プ ロ セ ス 工 学 特 論 2

機 械 の 強 度 評 価 2

材 料 の 強 度 と 塑 性 2

材 料 力 学 特 論 2

塑 性 加 工 学 特 論 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅰ 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅱ 2

機 械 工 学 研 究 実 験 2

特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 2

特 別 研 究 12

特 殊 講 座 1・2

講 座 共 通

材 料 工 学

講 座 名 授 業 科 目
単　位　数

エ ネ ル ギ ー 工 学

応 用 力 学

生 産 技 術 工 学



○応用化学専攻　修士課程

必 修 選 択

応 用 無 機 化 学 特 論 Ⅰ 2

応 用 無 機 化 学 特 論 Ⅱ 2

応 用 無 機 化 学 実 験 2

応 用 有 機 化 学 特 論 Ⅰ 2

応 用 有 機 化 学 特 論 Ⅱ 2

応 用 有 機 化 学 実 験 2

機 能 性 高 分 子 化 学 特 論 Ⅰ 2

機 能 性 高 分 子 化 学 特 論 Ⅱ 2

機 能 性 高 分 子 化 学 実 験 2

化 学 反 応 工 学 特 論 Ⅰ 2

化 学 反 応 工 学 特 論 Ⅱ 2

化 学 反 応 工 学 実 験 2

化 学 環 境 工 学 特 論 2

工 業 分 析 化 学 特 論 2

環 境 分 析 化 学 実 験 2

特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 2

機 器 分 析 実 験 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅰ 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅱ 2

特 別 研 究 12

特 殊 講 座 1・2

応 用 化 学 特 別 講 義 Ⅰ 1

（ セ ラ ミ ッ ク ス 材 料 学 ）

応 用 化 学 特 別 講 義 Ⅱ 1

（機能性有機分子設計学）

応 用 化 学 特 別 講 義 Ⅲ 1

（ 機 能 性 高 分 子 化 学 ）

応 用 化 学 特 別 講 義 Ⅳ 1

（ 化 学 プ ロ セ ス 工 学 ）

応 用 化 学 特 別 講 義 Ⅴ 1

（ 分 子 計 測 学 ）

応 用 化 学 特 別 講 義 Ⅵ 1

（ 応 用 化 学 一 般 ）

単　位　数
講 座 名 授 業 科 目

講 座 関 連

講 座 共 通

応 用 無 機 化 学

応 用 有 機 化 学

機 能 性 高 分 子 化 学

化 学 反 応 工 学

環 境 分 析 化 学



○建設システム開発工学専攻　修士課程

必 修 選 択

振 動 工 学 特 論 2

有 限 要 素 法 概 論 2

土 質 基 礎 工 学 特 論 2

岩 盤 工 学 特 論 2

構 造 ・ 材 料 研 究 実 験 2

構 造 力 学 特 論 第 一 2

構 造 力 学 特 論 第 二 2

構 造 物 基 礎 工 学 2

鋼 構 造 特 論 2

防 災 工 学 特 論 2

構 造 材 料 シ ス テ ム 工 学 2

構 法 生 産 工 学 2

建 設 構 造 力 学 研 究 実 験 2

水 工 施 設 管 理 工 学 2

水 環 境 解 析 工 学 2

環境システム工学研究実験 2

環 境 シ ス テ ム 特 論 第 一 2

環 境 シ ス テ ム 特 論 第 二 2

材 料 シ ス テ ム 工 学 2

建 設 史 ・ 意 匠 特 論 2

設 計 計 画 特 論 2

都 市 シ ス テ ム 論 2

環 境 設 備 工 学 特 論 第 一 2

環 境 設 備 工 学 特 論 第 二 2

建 築 設 計 計 画 演 習 4

建 築 設 備 設 計 特 論 2

建 築 設 備 設 計 演 習 4

特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 2

特 別 研 究 12

特 殊 講 座 1・2

計 算 機 特 論 第 一 2

計 算 機 特 論 第 二 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅰ 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅱ 2

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅰ 3

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅱ 3

環 境 シ ス テ ム 工 学

計 画 ・ 環 境 工 学

講 座 関 連

講 座 共 通

単　位　数
講 座 名 授 業 科 目

建 設 構 造 材 料 工 学

防 災 構 造 工 学



○宇宙航空システム工学専攻　修士課程

必 修 選 択

応 用 弾 性 学 2

強 度 学 特 論 2

材 料 学 特 論 2

空 力 弾 性 学 2

流 体 力 学 特 論 2

数 値 流 体 力 学 2

空 気 力 学 特 論 2

気 体 力 学 特 論 2

エ ネ ル ギ ー 変 換 工 学 2

制 御 機 器 学 2

誘 導 制 御 工 学 特 論 2

シ ス テ ム 工 学 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅰ 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅱ 2

特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 2

特 別 研 究 12

特 殊 講 座 1・2

計 算 力 学 特 論 第 一 2

計 算 力 学 特 論 第 二 2

特 別 講 義 第 一 2

特 別 講 義 第 二 2

宇 宙 航 空 工 学 研 究 実 験 2

講 座 関 連

単　位　数
講 座 名 授 業 科 目

講 座 共 通

構 造 ・ 材 料 工 学

熱 ・ 流 体 工 学

運 動 ・ 制 御 工 学



○応用情報学専攻（博士前期課程）

必 修 選 択

電 力 工 学 特 論 2

電 気 機 器 特 論 2

パワーエレクトロニクス特論 2

環 境 工 学 特 論 2

電 気 応 用 工 学 特 論 2

電 離 気 体 工 学 特 論 2

通 信 工 学 特 論 2

情 報 通 信 特 論 2

計 算 機 ネ ッ ト ワ ー ク 特 論 2

シ ス テ ム 工 学 特 論 2

情 報 回 路 学 特 論 2

ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 特 論 2

ア ル ゴ リ ズ ム 論 特 論 2

知 能 情 報 学 特 論 2

Web テ ー タ ベ ー ス 特 論 2

分 散 処 理 特 論 2

電 磁 気 学 特 論 2

電 子 物 性 特 論 2

LSI シ ス テ ム 特 論 2

磁 性 材 料 特 論 2

電 子 回 路 特 論 2

計 測 工 学 特 論 2

ロ ボ テ ィ ク ス 特 論 2

画 像 工 学 特 論 2

音 声 認 識 特 論 2

音 響 情 報 処 理 特 論 2

パ タ ー ン 認 識 特 論 2

音 楽 情 報 処 理 特 論 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅰ 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅱ 2

特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 2

特 別 研 究 12

特 殊 講 座 1・2

工 学 基 礎 特 論 Ⅰ 2

工 学 基 礎 特 論 Ⅱ 2

工 学 応 用 特 論 Ⅰ 2

工 学 応 用 特 論 Ⅱ 2

講 座 共 通

電 子 制 御
エ レ ク ト ロ ニ ク ス

メ デ ィ ア 情 報 処 理

講 座 関 連

単　位　数
科 目 区 分 授 業 科 目 の 名 称

情 報 環 境
エ ネ ル ギ ー

情 報 シ ス テ ム

ソ フ ト ウ ェ ア
サ イ エ ン ス



○応用微生物工学専攻　修士課程

必 修 選 択

応 用 微 生 物 学 特 論 2

発 酵 化 学 特 論 2

応 用 微 生 物 学 研 究 実 験 2

生 物 化 学 特 論 2

蛋 白 質 化 学 特 論 2

生 物 化 学 研 究 実 験 2

生 物 資 源 環 境 工 学 特 論 2

応 用 微 生 物 工 学 特 論 2

生物資源環境工学研究実験 2

食 品 生 物 科 学 特 論 2

食 品 製 造 工 学 特 論 2

食 品 生 物 科 学 研 究 実 験 2

遺 伝 学 特 論 2

応 用 微 生 物 遺 伝 学 特 論 2

微 生 物 遺 伝 工 学 研 究 実 験 2

特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅰ 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅱ 2

機 器 分 析 実 験 2

特 別 研 究 12

特 殊 講 座 1・2

有 機 化 学 反 応 論 1

天 然 物 有 機 化 学 1

抗 生 物 質 特 論 1

特 別 講 義 Ⅰ 1

（ 分 子 生 物 学 ）

特 別 講 義 Ⅱ 1

（ 生 物 機 能 利 用 工 学 ）

特 別 講 義 Ⅲ 1

（ プ ロ セ ス 工 学 ）

特 別 講 義 Ⅳ 1

（ 生 物 物 理 学 ）

特 別 講 義 Ⅴ 2

特 別 講 義 Ⅵ 1

講 座 共 通

講 座 関 連

講 座 名 授 業 科 目
単　位　数

応 用 微 生 物 学

生 物 化 学

生 物 資 源 環 境 工 学

食 品 生 物 科 学

微 生 物 遺 伝 学



○応用生命科学専攻（博士前期課程）

必 修 選 択

生 命 情 報 科 学 特 論 Ⅰ 2

生 命 情 報 科 学 特 論 Ⅱ 2

生 命 情 報 科 学 研 究 実 験 2

医 用 生 体 工 学 特 論 Ⅰ 2

医 用 生 体 工 学 特 論 Ⅱ 2

医 用 生 体 工 学 研 究 実 験 2

細 胞 工 学 特 論 Ⅰ 2

細 胞 工 学 特 論 Ⅱ 2

細 胞 工 学 研 究 実 験 2

生 命 環 境 科 学 特 論 Ⅰ 2

生 命 環 境 科 学 特 論 Ⅱ 2

生 命 環 境 科 学 研 究 実 験 2

特 別 演 習 （ ゼ ミ ナ ー ル ） 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅰ 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅱ 2

機 器 分 析 実 験 2

特 別 研 究 12

特 殊 講 座 1・2

特 別 講 義 Ⅰ 1

（ 分 子 細 胞 生 物 学 特 論 ）

特 別 講 義 Ⅱ 1

（ 構 造 生 物 学 ）

特 別 講 義 Ⅲ 1

（先端医療・健康科学特論）

特 別 講 義 Ⅳ 1

（ 遺 伝 情 報 応 用 工 学 ）

特 別 講 義 Ⅴ 1

（環境ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ概論）

特 別 講 義 Ⅵ 1

（ 先 端 生 命 科 学 ）

講 座 関 連

講 座 共 通

講 座 名 授 業 科 目
単　位　数

生 命 情 報 科 学

医 用 生 体 工 学

細 胞 工 学

生 命 環 境 科 学



別表Ⅱ　芸術研究科の授業科目と単位数（第９条第２項関係）

○ 芸術学専攻　博士後期課程

必 修 選 択

芸 術 学 特 講 2

芸 術 学 研 究 2

芸 術 学 演 習 6

分 野 授 業 科 目
単　位　数

専 門 科 目



○ 美術専攻　修士課程

必 修 選 択

専 門 科 目 修 了 研 究 演 習 8

共 通 科 目 修 了 研 究 16

美 学 ・ 芸 術 学 特 論 2

西 洋 美 術 史 特 論 2

日 本 美 術 史 特 論 2

東 洋 美 術 史 特 論 2

日 本 画 特 論 2

西 洋 画 特 論 2

アート・イラストレーション特論 2

３ Ｄ ア ー ト 特 論 2

デザインマネジメント特論 2

デザインストラテジー特論 2

デ ザ イ ン 史 特 論 2

メ デ ィ ア コ ン テ ン ツ 特 論 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅰ 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅱ 2

特 殊 講 座 1・2

○ デザイン専攻　修士課程

必 修 選 択

プロダクトデザイン特別演習 4

スペースデザイン特別演習 4

グラフィックデザイン特別演習 4

インフォメーションデザイン特別演習 4

写 真 映 像 表 現 特 別 演 習 4

マ ン ガ 表 現 特 別 演 習 4

共 通 科 目 修 了 研 究 16

美 学 ・ 芸 術 学 特 論 2

西 洋 美 術 史 特 論 2

日 本 美 術 史 特 論 2

東 洋 美 術 史 特 論 2

日 本 画 特 論 2

西 洋 画 特 論 2

アート・イラストレーション特論 2

３ Ｄ ア ー ト 特 論 2

デザインマネジメント特論 2

デザインストラテジー特論 2

デ ザ イ ン 史 特 論 2

メ デ ィ ア コ ン テ ン ツ 特 論 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅰ 2

ア カ デ ミ ッ ク 英 語 Ⅱ 2

特 殊 講 座 1・2

関 連 科 目

単　位　数

専 門 科 目

分 野 授 業 科 目
単　位　数

分 野 授 業 科 目

関 連 科 目



別表Ⅲ　薬学研究科の授業科目と単位数（第９条第３項関係）

○ 薬学専攻　博士課程

必 修 選 択

薬 物 治 療 学 特 論 2

医 薬 品 安 全 性 学 特 論 2

臨 床 薬 学 演 習 Ⅰ 2

臨 床 薬 学 演 習 Ⅱ 2

臨 床 薬 学 演 習 Ⅲ 2

Ｄ Ｄ Ｓ 特 論 2

薬 物 動 態 制 御 学 特 論 2

医 薬 分 子 設 計 学 特 論 2

分 子 イ メ ー ジ ン グ 2

薬 物 治 療 設 計 学 演 習 Ⅰ 2

薬 物 治 療 設 計 学 演 習 Ⅱ 2

薬 物 治 療 設 計 学 演 習 Ⅲ 2

天 然 薬 物 学 特 論 2

分 子 薬 効 解 析 学 特 論 2

環 境 保 健 学 特 論 2

未 病 医 薬 学 演 習 Ⅰ 2

未 病 医 薬 学 演 習 Ⅱ 2

未 病 医 薬 学 演 習 Ⅲ 2

連 携 講 座 イ ン タ ー ン シ ッ プ 2

生 命 環 境 倫 理 学 特 論 2

特 別 実 験 16

20 36

講 座 共 通

合　　　　　　　　計

臨 床 薬 学 講 座

講 座 名 授 業 科 目
単　位　数

未 病 医 薬 学 講 座

薬物治療設計学講座



別表Ⅳ　入学検定料・入学金・授業料（第２０条関係）

　◯入学検定料・入学金

研究科 　金　額（円）

入学検定料 30,000

工学研究科 220,000

芸術研究科 220,000

薬学研究科 400,000

　◯工学研究科　修士課程　授業料

入 学 年 度 　授 業 料（円）

第１期

第２期

第３期

第４期

第１期

第２期

第３期

第４期

　◯工学研究科　博士後期課程　授業料

入 学 年 度 　授 業 料（円）

第１期

第２期

第３期

第４期

第１期

第２期

第３期

第４期

納　入　期　限

願 書 提 出 日

入　学　金

入 学 手 続 日

入 学 手 続 日

入 学 手 続 日

納　入　期　限

令和８年度入学

400,000

400,000

令和７年度入学

入学手続指定日

R8.9.30

400,000

400,000

R8.4.30

令和８年度入学

350,000

350,000

入学手続指定日

R8.9.30

納　入　期　限

R8.9.30

R8.9.30

令和７～６年度入学

350,000

350,000

R8.4.30



　◯芸術研究科　修士課程　授業料

入 学 年 度 　授 業 料（円）

第１期

第２期

第３期

第４期

第１期

第２期

第３期

第４期

　◯芸術研究科　博士後期課程　授業料

入 学 年 度 　授 業 料（円）

第１期

第２期

第３期

第４期

第１期

第２期

第３期

第４期

　◯薬学研究科　博士課程　授業料

入 学 年 度 授 業 料（円）

第１期

第２期

第３期

第４期

第１期

第２期

第３期

第４期

前期 350,000

後期 350,000

令和７年度入学

令和８年度入学

500,000 入学手続指定日

500,000 R8.9.30

R8.9.30

令和５年度入学
R8.4.30

R8.9.30

令和８年度入学

400,000

400,000

入学手続指定日

R8.9.30

350,000

R8.9.30

350,000 入学手続指定日

350,000

350,000

R8.4.30

R8.9.30

500,000

500,000

R8.4.30

令和７～６年度入学

令和８年度入学

令和７～６年度入学

400,000

400,000

R8.9.30

納　入　期　限

納　入　期　限

納　入　期　限

R8.4.30
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